
 

１．総則 
番号 取扱い 

１－３ 懸垂幕の取扱いについて 

 
随時、幕を吊り下げる懸垂幕については法第８８条第１項の工作物（令第１３８条第１項第３号の広告塔）と

は扱わない。 
 
 
（例）     フレーム形状           ポール形状 
  
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
関 係 
法令等 

建築基準法第８８条第１項 

 

幕 


	１－１ 壁の大規模な修繕・模様替における過半の算定について
	１－２　住宅の台所に関する非居室扱いについて
	１－３　懸垂幕の取扱いについて
	－１　バルコニー等の手摺高さ、窓の腰高さについて
	３－１　開発区域外における位置指定道路からの接道について
	３－２　角地の取扱いについて
	５－２　外壁が認定材料の場合の申請書への記載方法について
	外壁が認定材料の場合の申請書への記載方法について
	５－３　建築確認申請書に添付する公図・土地証明・土地使用承諾書について
	５－１０４　建築士の旧姓使用について
	６－２　｢危険物の貯蔵又は処理に供するもの｣について
	６－３　大屋敷地区地区計画における最低敷地面積の取扱いについて

